
秋田市民俗芸能伝承館昇降機設備保守点検業務仕様書

秋田市民俗芸能伝承館昇降機設備保守点検業務の委託者と受託者は、本仕様書に

基づき、当該設備の保守点検業務を執行するものとする。

１ 業務目的

秋田市民俗芸能伝承館の昇降機設備を安全かつ良好な状態に保つことを目的と

する。

２ 業務概要

(1) 履行場所 秋田市大町一丁目３番３０号

(2) 履行期間 令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで

(3) 業務仕様 本仕様書に記載されていない事項については、最新版の「建築保

全業務共通仕様書 国土交通省大臣官房庁営繕部監修」（以下「共

通仕様書」という）による。

３ 業務対象設備

メ ー カ ー フジテック 型式・台数 RLA1024 １台

設 置 年 平成４年 停 止 階 数 ５階

用 途 乗用 積 載 量 ７５０ｋｇ

速 度 ６０ｍ／分

付加装置

・車いす仕様

・地震時管制運転装置（普通級Ｓ波検知付）

・停電時自動着床装置

４ 業務内容

(1) 保守管理方法 ＰＯＧ契約とする。

(2) 点 検 内 容 ・共通仕様書による点検 月１回

※建築基準法第１２条に係る点検 年１回

・故障又は災害等による停止時の対応

(3) 点 検 技 術 者 点検内容により必要な資格、技能を有する者が行うこと。

５ 報告書および提出書類

(1) 委託業務着手届 契約後速やかに

(2) 業 務 計 画 書 契約後速やかに

(3) 工 程 表 契約後速やかに

(4) 資格者証の写し 契約後速やかに



(5) 点 検 報 告 書 作業実施後速やかに

(6) 委託業務完了届 月ごとの業務完了後

６ 危険防止の措置

業務の実施にあたっては、関係法令を遵守し、火災、危害等の防止に努めるこ

と。また、危険な場所および作業を行う場合は、必要な安全措置を講じること。

７ 事故等の措置

(1) 事故等の緊急事態に備え、適切な処置が行えるような体制を確保すること。

(2) 閉じ込め事故や故障等で、連絡を受けた場合（遠隔監視システム等を設置し

た場合は異常信号受信時も含む。）は、速やかに駆けつけ、当該対策作業にと

りかかること。

８ 消耗品・修理品

(1) 消耗品以外の部品については委託者が負担する。ただし、保守上の不備等受

託者の責任に帰する故障については、受託者の責任においてこれを負担するも

のとする。

(2) 本業務以外の修理については、別途協議するものとする。

(3) 修理品等は、メーカー純正品を使用し、メーカー仕様以外の改造は行わない

こと。


